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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 1 2 月 宇 美 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第４日） 

令和元年12月13日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

 提出された案件は次のとおり 

 追加日程第一 議案第61号 宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 追加日程第二 議案第62号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 追加日程第三 議案第63号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 追加日程第四 議案第64号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号） 

 追加日程第五 議案第65号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 追加日程第六 議案第66号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第５号） 

 追加日程第七 発議第４号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について 

 日程第１ 閉会中の所管事務調査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 追加日程第一 議案第61号 宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 追加日程第二 議案第62号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 追加日程第三 議案第63号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 追加日程第四 議案第64号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号） 

 追加日程第五 議案第65号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 追加日程第六 議案第66号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第５号） 

 追加日程第七 発議第４号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について 

 日程第１ 閉会中の所管事務調査について 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 丸山 康夫         ２番 平野 龍彦 

３番 安川 繁典         ４番 藤木  泰 

５番 入江 政行         ６番 吉原 秀信 

８番 黒川  悟         ９番 脇田 義政 

10番 小林 征男         11番 飛賀 貴夫 

12番 白水 英至         13番 南里 正秀 

14番 古賀ひろ子                  



- 150 - 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 川畑 廣典              

 書記 松田 好弘 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 

10時00分開議 

○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。おはようございます。着席願います。 

 お手元に本日の議事日程第４号をお配りしておりますので、御確認を願います。 

○議長（古賀ひろ子君）  改めまして、おはようございます。本日の会議を開きます。 

 本日までに、条例案１件、予算案５件、発議１件の７件を受理していますので、追加議題とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。以上７件を追加議題とすることに決定いたしまし

た。 

 なお、本日の議事日程に上げています。 

 また、本日、本会議終了後、全員協議会を開催する予定であります。よろしくお願いします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第一．議案第６１号 
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○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第一、議案第６１号 宇美町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。佐伯総務課長。 

○総務課長兼福祉課長（佐伯剛美君）  改めまして、おはようございます。 

 議案第６１号でございます。宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

でございます。 

 提案の理由でございますが、人事院の国会及び内閣に対する令和元年８月７日付の職員の給与

の改定に関する勧告に鑑み、職員の給与月額、住居手当及び勤勉手当の額並びに議会議員、町長、

副町長及び教育長の期末手当の額の改定等を行うため、所要の規定を整備する必要がございます。 

 これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 ページをおめくりください。 

 １ページから６ページまでは、改正文をつけております。 

 ７ページ、お願いいたします。７ページから２０ページに至るまで、新旧対照表をつけており

ます。 

 今回の条例等の改正につきましては非常に内容が煩雑になっておりますので、２１ページから、

この概要をつけておりますので、説明につきましては２１ページから行いたいと思います。 

 ２１ページをお開きください。 

 それでは、宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の概要でございます。 

 今回のこの条例の改正につきましては、８条立てで、職員の給与等に関する条例の一括改正を

行うものでございます。第１から第８までという形で概要に載せておりますので、簡単に説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、第１条関係でございますが、職員の勤勉手当の改正、これを０.０５カ月分増額するも

のでございます。令和元年は、１２月分を０.０５カ月分増額することになります。再任用職員

以外のものにつきましては、１００分の９２.５を１００分の９７.５に改めるものでございます。

再任用職員は除かれます。 

 また、２つ目でございますが、給与月額の改正といたしまして、職員の初任給につきましては

１,５００円、若年層につきましては最大で２,０００円の増額が図られます。これを踏まえ、

３０歳半ばまでの職員が在職する号俸について所要の改定、平均改定率として０.１％を行うも

のでございます。 

 次に、中段になりますが、第２条関係でございます。 

 ここでは、住居手当の改正を行います。手当の対象となる家賃額の下限を引き上げ、１万

２,０００円から１万６,０００円に引き上げます。また、手当の上限額を引き上げます。これが、
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２万７,０００円から２万８,０００円に改められるものでございます。 

 次に、勤勉手当の改正、先ほど第１条で勤勉手当の改正を行っておりましたが、１２月分で増

額した０.０５カ月のうち０.０２５カ月分を６月に充て、増額分を平準化するものでございます。

令和２年６月分及び１２月分につきましては、再任用職員以外は１００分の９５に改めるもので

ございます。 

 ページをおめくりください。２２ページになります。 

 次は、第３条関係でございます。 

 給料月額の改正を行うということで、次は、特定任期付職員を１,０００円の増額を図るもの

でございますが、この特定任期付職員に関しましては、本町では採用を今現在行っておりません。

職種としては、弁護士であったり税理士であったり、こういうものを町で特定任期付職員として

雇うことができるという条例を条文化しておりますので、今回の改正に伴いまして、金額分の改

正を条例の中で行うものでございます。 

 また、ここでは、一般任期付職員は除かれます。 

 次に、特定任期付職員の期末手当の額の改正でございます。 

 これも、０.０５カ月分を増額するというものでございまして、令和元年は１２月分を

０.０５月分の増額、１００分の１６７.５から１００分の１７２.５に改めるものでございます。 

 括弧書きで書いておりますが、一般任期付職員は一般職と同様に期末手当、勤勉手当を支給い

たします。 

 次に、第４条関係でございます。 

 期末手当の改正ということで、これも先ほどの特定任期付職員の期末手当について、６月と

１２月に支給割合を均等にする改正をここで行うものでございます。令和元年の６月分につきま

しては１００分の１６７.５とあったものを、令和２年６月分に関しましては１００分の

１７０に改めるものでございます。 

 また、令和元年１２月分で１００分の１７２.５としていたものを、令和２年１２月分に関し

ましては１００分の１７０に改めるものでございます。これは、平準化を行うものでございます。 

 ページをおめくりください。２３ページでございます。 

 第５条関係になります。 

 ここでは、宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正を行うもので

ございます。 

 期末手当の改正につきましては０.０５カ月分の増額、令和元年は１２月分を０.０５月分増額

いたします。１００分の１６７.５を１００分の１７２.５に改めるものでございます。 

 次に、第６条関係に関しましては、先ほど第５条で改めました期末手当の改正を６月と１２月
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の支給割合を均等にするという改正でございます。これも、先ほど来説明をしておりますが、同

じ率での平準化を行うものでございます。 

 次に、第７条関係になりますが、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一

部改正を行うものでございます。ここでは、町長、副町長及び教育長の期末手当の改正を行うも

のでございます。これに関しましても、議会議員の皆様と同じ率の改定を第７条で行い、第８条

では、来年の分に関しまして平準化を行うという改正を行うものでございます。 

 ページをおめくりください。 

 ２４ページになりますが、ここでは附則の中で施行日を決めるものでございます。 

 第１条、第３条関係につきましては平成３１年４月１日から施行されるものであり、次に、第

１条の①、第３条の②、第５条、第７条につきましては令和元年１２月１日から施行されるもの

でございます。 

 また、第２条、第４条、第６条及び第８条に関しましては、令和２年４月１日から施行される

ものでございます。 

 この条例の施行前に支給された給与等につきましては、改正後、それぞれの条例の規定による

給与等の内払いとみなすという形で、附則の第２条のほうに定めるものでございます。 

 ページをおめくりください。 

 ２５ページでございますが、行政職給料表の初任給という形で、大卒から短大卒、高卒が縦軸

で書かれておりますが、改定率が一番右端にございますが、大卒で大体０.９４％の増、短大卒

で１.１４％の増、高校卒業で１.３５％の増という形で、若年層がこの給与関係の影響が大きい

というところでございます。 

 次に、中段でございますが、行政職給料表の級別職員分布及び平均改定率でございます。これ

を見ていただきますと、上段、主な職名で、主事から右のほうに進みまして課長までという形に

なっておりますが、職員数が中段、その下に平均改定率を書いておりますが、係長級から上の部

分、４のところになりますが、係長、課長補佐、課長級に関しましては、給与の改定率はゼロ。

ちなみに、主事から主査までにつきましては、先ほど申し上げた改定率になっているところでご

ざいます。 

 下段になりますが、一般職員の期末・勤勉手当という形で、これまで説明した内容の部分を表

に定めたものでございます。これは、御参照いただけたらと思います。 

 ページ、おめくりください。２６ページ、ちょっと縦横になって申しわけございません。お願

いいたします。 

 一般職員の給与例ということで、今回の人勧に基づく場合としまして、大学卒業の新規職員、

中段には係長級職員、下段には課長級職員という形で書いております。それぞれ仮定の内容等も
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違いますので、想定という形であらわしておりますが、一番右端にありますように、年間給与の

増加額につきましては、大卒の新規採用職員であれば３万６,０００円程度の増、係長級であれ

ば１万８,８００円程度の増、課長級職員につきましては２万４,１００円程度の増という形にな

るものでございます。これは、あくまでも一例という形で今回お示ししているものでございます。 

 また、下段につきましては、特別職及び議会議員の皆様の今回の期末手当の影響額を表に示さ

せていただいております。御参照いただけたらと思います。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６１号 宇美町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを

採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６１号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第二．議案第６２号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第二、議案第６２号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  議案第６２号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について御説明いたします。 

 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞれ１２万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を４億３,６０３万７,０００円とするものでございま

す。 

 本補正予算につきましては、先ほどの議案第６１号での人事院勧告等に準じて行う職員給与の

改正による人件費関係の補正を行っております。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 予算書の１６ページ、１７ページをお開きください。 
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 １款１項１目一般管理費１２万４,０００円の増額は、給与の改正に係る人件費の補正となっ

ております。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 ３款１項１目一般会計繰入金において、先ほどの歳出の１２万４,０００円を一般会計から繰

り入れる補正を行っております。 

 最後になりますが、補正予算書の１８、１９ページに給与費明細書をおつけしておりますので

御参照ください。 

 以上で説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方は、ページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６２号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６２号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第三．議案第６３号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第三、議案第６３号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  議案第６３号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について御説明いたします。 
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 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞれ２１万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を３９億９,７４８万円とするものでございます。 

 本補正予算につきましても、議案第６１号での人事院勧告等に準じて行う職員給与の改正によ

る人件費関係の補正となっております。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 １６ページ、１７ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費２１万１,０００円の増額は、給与の改定に係る人件費の補正となっ

ております。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 ７款３項１０目歳入欠かん補填収入２１万１,０００円の増額は、本補正予算での収支のバラ

ンスをとるための補正となっており、本補正予算の結果、平成３１年度の収支の見込みとしまし

ては、４,０１４万７,０００円の赤字となる見込みでございます。 

 最後になりますが、補正予算書の１８、１９ページに給与費明細書をおつけしておりますので

御参照ください。 

 以上で御説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６３号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６３号は原案のとおり可決さ

れました。 
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────────────・────・──────────── 

追加日程第四．議案第６４号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第四、議案第６４号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤木上下水道課長。 

○上下水道課長（藤木義和君）  それでは、御説明をいたします。 

 議案第６４号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号）について御説明をいた

します。 

 本補正予算は、人事院勧告の給与改定に伴い人件費の補正をするものでございます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 第２条で、収益的収支の支出におきまして、既決予定額６億８,３９５万８,０００円を１６万

４,０００円増額補正をいたしまして、６億８,４１２万２,０００円とするものでございます。 

 第３条で、職員給与費を１６万４,０００円増額補正し、８,７６４万６,０００円とするもの

でございます。 

 予算書４ページ、５ページをお願いいたします。 

 収益的収支の支出におきましては、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費１節給

料から５節法定福利費まで、３目の総係費５節法定福利費におきまして増額をするものでござい

ます。 

 今回の補正予算により５,８１０万円余の純利益となる見込みでございます。 

 簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議をいただき、御議決いただきますよ

うお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６４号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号）を採決いた

します。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６４号は原案のとおり可決さ

れました。 
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────────────・────・──────────── 

追加日程第五．議案第６５号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第五、議案第６５号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道

事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤木上下水道課長。 

○上下水道課長（藤木義和君）  それでは、下水道事業のほうに移ります。 

 議案第６５号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号）について

御説明をいたします。 

 本補正予算は、人事院勧告の給与改定に伴い人件費を補正するものでございます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 第２条で、収益的収支の支出におきまして、既決予定額８億８,７００万１,０００円を１６万

７,０００円増額補正いたしまして、８億８,７１６万８,０００円とするものでございます。 

 第３条で、職員給与費を１６万７,０００円増額補正をいたしまして、５,１２７万２,０００円

とするものでございます。 

 予算書４ページ、５ページをお願いいたします。 

 収益的収支の支出におきまして、１款下水道事業費用１項営業費用３目総係費１節の給料から

５節の法定福利費におきまして増額補正をするものでございます。 

 今回の補正予算によりまして１,０９１万円余の純利益となる見込みでございます。 

 簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議をいただき、御議決いただきますよ

うお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６５号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第

２号）を採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６５号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 
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追加日程第六．議案第６６号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第六、議案第６６号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。工藤政策経営課長。 

○政策経営課長（工藤正人君）  失礼します。よろしくお願いいたします。 

 議案第６６号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第５号）の説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお開き願います。 

 平成３１年度宇美町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによるというふうにな

っておりますが、今回は歳出予算のみの補正を行うものでございまして、次の２ページ、３ペー

ジをお開きいただきますと、この３ページの一番上のほうにありますように、予算総額１２８億

２,６９５万１,０００円、これにつきましては変更を生じないものでございます。 

 なお、補正の内容につきましては、人事院勧告に準じて行います職員の給与等の改正に伴いま

して人件費等の補正を行うものとなっております。 

 それでは、歳出のみでございますが説明をさせていただきますので、１０ページ、１１ページ

をお願いいたします。 

 まず、１款議会費１項議会費１目議会費の事務局職員人件費では、職員手当等と共済費の合計

で７万６,０００円を増額しております。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、人件費のみの補正でございまして１２６万

７,０００円の増額、次の１４目基金費、財政調整基金費におきましては、先日可決していただ

きましたが、補正予算（第４号）で財政調整基金を８,０３５万９,０００円積み立てますよとい

うところで予算化をいたしましたところですが、これを本補正予算で４６７万円減額することで、

この補正予算の収支の調整を行っているところでございます。 

 次の２項徴税費は、人件費のみで４１万５,０００円の増額でございます。 

 １４、１５ページをお願いします。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費につきましても、人件費のみでございまして

１７万３,０００円の増額でございます。 

 １６、１７ページをお願いいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、人件費のみで１６万円の増額、その下の

８目後期高齢者医療費、後期高齢者医療特別会計繰出金１２万４,０００円の増額につきまして

は、今回増額となりました人件費分につきまして、特別会計に対し一般会計から繰り出しを行う

ものでございます。 
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 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費は、人件費のみで７５万９,０００円の増額でございます。 

 １８、１９ページをお願いします。 

 ここから最後まではすべて人件費のみの補正となっておりますので、金額のみ読み上げさせて

いただきたいと思います。 

 このページ、４款衛生費につきましては、１８ページ、一番右上の欄外になりますが、４６万

１,０００円の増額となっております。 

 次の２０、２１ページ、６款農林水産業費は、同様に２０ページ右上、１６万４,０００円の

増額、次の２２、２３ページ、７款商工費は５万９,０００円の増額、２４、２５ページ、８款

土木費は３３万８,０００円の増額、１枚飛ばしまして、次は２８、２９ページになりますが、

１０款教育費は６７万４,０００円の増額となっております。 

 最後に、予算書の最後のほうになります。３２ページから３５ページにかけまして、今回の補

正にかかります給与費明細書を掲載いたしております。御参照いただければと思います。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はページ数を

お示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６６号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第５号）を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第七．発議第４号 

○議長（古賀ひろ子君）  追加日程第七、発議第４号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 

 趣旨説明を求めます。１１番、飛賀議員。 

○１１番（飛賀貴夫君）  発議第４号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出に

ついて。 
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 上記議案を、次のとおり、宇美町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出す

る。令和元年１２月９日。宇美町議会議長古賀ひろ子殿。提出者、宇美町議会議員飛賀貴夫、賛

成者、同じく白水英至、吉原秀信、黒川悟、藤木泰、小林征男。 

 意見書の朗読をしまして、説明とさせていただきます。 

 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書。 

 地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来にとって喫緊の政

治課題となっています。地方議会の果たすべき役割と責任は、ますます重要となります。 

 このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題に

ついて住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められていま

す。 

 また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等さまざまな議員活動

を行っており、近年においては、都市部を中心に専業化が進んでいます。 

 一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約９割にも達し、地方議会議員のなり

手もサラリーマンからの転身者が増加しています。 

 地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても切

れ目なく厚生年金の適用が受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補でき

る環境が整うことになります。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。 

 よって、国民の幅広い層から政治参加や地方議会における人材確保の観点から、厚生年金への

地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望し、地方自治法第９９条の規

定により意見書を提出します。 

 提出先、衆議院議長大島理森殿、参議院議長山東昭子殿、内閣総理大臣安倍晋三殿、総務大臣

高市早苗殿、財務大臣麻生太郎殿、厚生労働大臣加藤勝信殿、内閣官房長官菅義偉殿。 

 以上、御審議の上、御賛同いただきますようお願いいたしまして、趣旨説明を終わります。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。飛賀議員、議席に戻ってください。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、発議第４号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出についてを採

決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、発議第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りします。ただいま可決されました意見書を地方自治法第９９条の規定により提出するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。したがって、意見書を地方自治法第９９条の規定

により提出することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．閉会中の所管事務調査について 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第１、閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 

 会議規則第７５条により、各常任委員会から所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査

をすることの申し出があっております。 

 お諮りします。各常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。各常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（古賀ひろ子君）  以上をもちまして、本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたし

ました。 

 これをもちまして、本１２月定例会を閉会することにいたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。したがって、令和元年１２月宇美町議会定例会を

閉会いたします。 

○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。お疲れさまでした。 

10時36分閉会 

────────────────────────────── 
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